
和光市告示第１９号

和光市工場等移転利子補給補助金交付要綱を次のように定める。

平成２７年１月２３日

和光市長 松本 武洋

和光市工場等移転利子補給補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、住工混在地域の解消等を図るため、住工混在地域等から工場等誘導

地区に工場等を移転することを目的に金融機関から資金の借入れを受けた中小企業者に

対し、予算の範囲内において和光市工場等移転利子補給補助金（以下「補助金」という。

）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

２ 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則（昭和３８年規則第８

号）に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

住工混在地域等 市内の既成の市街地及びその周辺の地域のうち、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する第一種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地

域（次号に該当するものを除く。）及び工業地域（次号に該当するものを除く。）並

びに中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成１１年法律第１８号）第３

４条第１項第１号に規定する事業場として、独立行政法人中小企業基盤整備機構が和

光市の理化学研究所敷地内に設置する新事業創出型事業施設をいう。

工場等誘導地区 別表に規定する地区をいう。

工場等 日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）に掲げる大分類Ｅ

－製造業及び大分類Ｌ－学術研究，専門・技術サービス業のうち中分類７１－学術・

開発研究機関に属する事業所をいう。

金融機関 次に掲げるものをいう。

ア 銀行法（昭和５６年法律第５９号）第２条第１項に規定する銀行

イ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年法律第４４号）第２条第１

項に規定する協同組織金融機関

ウ 株式会社日本政策金融公庫

エ 株式会社商工組合中央金庫



オ 株式会社日本政策投資銀行

カ その他市長が認める機関

中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定す

る中小企業者をいう。

移転資金 住工混在地域等から工場等誘導地区に工場等を移転するために必要とな

る土地若しくは建物の購入等又は建物の建設等に係る費用に充てるための資金をいう。

（対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該

当する者をいう。

住工混在地域等に工場等を有する中小企業者であること。

平成２６年９月１日以後に金融機関から移転資金の借入れを受けた者であること。

市税を完納している者であること。

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、毎年１月１日から１２月３１日までに支払った移転資金の利子（

遅延利子を除く。）の額の合計額に１００分の５０を乗じた額（その額に１，０００円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）又は３００万円のいずれか少ない額

とする。

（補助金の交付年限）

第５条 補助金を交付する年限は、移転資金の借入れを受けた月から１０年以内とする。

（補助金の交付申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、和光市工場等移転利子補給補助金交付申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

法人にあっては法人の登記事項証明書

移転前の工場等に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し

移転資金に係る金銭消費貸借契約書等の写し

金融機関が発行する移転資金に係る返済計画書等の写し

市税の納税証明書又は非課税証明書

前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 前項の規定による申請（以下「交付申請」という。）は、移転資金の借入れを受けた

年の翌年の１月３１日までに行うものとする。

（補助金の交付決定等）

第７条 市長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決

定したときは、和光市工場等移転利子補給補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２

号）により、当該交付申請を行った者に通知するものとする。

（変更の承認）



第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、交付申請の内容に変更が生じたときは、和光市工場等移転利子補給補助金交付申請

事項変更承認申請書（様式第３号）に変更事項を証する書類を添えて申請し、市長の承

認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、和光市工場等移転利子補給補助金交付申請事項変更承認通知書（様式第４号）に

より当該申請をした者に通知するものとする。

（移転完了報告書等の提出）

第９条 交付決定者は、工場等の移転が完了したときは、速やかに和光市工場等移転完了

報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

移転後の工場等に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し

前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（中止等の届出）

第１０条 交付決定者は、工場等誘導地区への工場等の移転を中止したとき、又は工場等

を工場等誘導地区外に移転したときは、速やかにその旨を和光市工場等移転利子補給補

助金に係る工場等移転中止等届出書（様式第６号）により市長に届け出なければならな

い。

（補助金の請求）

第１１条 交付決定者は、毎年１月１日から１２月３１日までに係る移転資金の利子を金

融機関に支払ったときは、和光市工場等移転利子補給補助金請求書（様式第７号）に次

に掲げる書類を添えて、市長に補助金を請求するものとする。

金融機関が発行する移転資金の利子の支払いを証する書類

市税の納税証明書又は非課税証明書

前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 前項の規定による請求（以下「交付請求」という。）は、移転資金の利子を支払った

年の翌年の３月３１日までに行うものとする。

（補助金の交付）

第１２条 市長は、交付請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

和光市工場等移転利子補給補助金交付額確定通知書（様式第８号）により交付決定者に

通知するとともに、補助金を交付するものとする。

（補助金の交付決定の取消し等）

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当

該交付決定者の補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部

を返還させることができる。

第１０条の規定による届出をしたとき。



偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた

とき。

この告示に違反したとき。

前３号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でない事実があると認め

たとき。

（その他）

第１４条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２７年４月１日から施行する。

（平成２６年に移転資金の借入れを受けた者に係る特例）

２ 平成２６年９月１日から同年１２月３１日までの間に金融機関から移転資金の借入れ

を受けた者に係る第６条第２項の規定の適用については、同項中「１月３１日」とある

のは「７月３１日」と、第１１条第２項の規定の適用については、平成２７年に行う交

付請求に限り、同項中「３月３１日」とあるのは「９月３０日」とする。

別表（第２条関係）

地区名 区域

和光北インター地域土地区画整理事業地区 新倉４丁目６番から８番まで、新倉４

丁目１７番、新倉４丁目１８番及び新

倉５丁目

松ノ木島土地区画整理事業地区 新倉７丁目５番から１４番まで及び新

倉７丁目２２番並びに新倉７丁目４番

の一部及び新倉７丁目１６番の一部の

うち市長が別に定める地域



様式第１号（第６条関係）

和光市工場等移転利子補給補助金交付申請書

年 月 日

和光市長 様

申請者 住所
氏名 印
電話番号

（申請者が法人である場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名）

和光市工場等移転利子補給補助金の交付を受けたいので、和光市工場等移転利子補給補
助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。

添付書類

１ 法人にあっては法人の登記事項証明書

２ 移転前の工場等に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し

３ 移転資金に係る金銭消費貸借契約書等の写し

４ 金融機関が発行する移転資金に係る返済計画書等の写し

５ 市税の納税証明書又は非課税証明書

６ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

事 業 の 概 要 業 種

事 業 所 の 所 在 地
移転前

移転後

移 転 完 了 予 定 日
年 月 日（移転前の工場等の廃止及び移転後の

工場等の設置が完了する予定日を記入すること。）

土地 建物 設備 その他 合計額

資金計画

自己資金

借 入 金

そ の 他

借 入 金 の 内 訳

金融機関名

借 入 額

借 入 利 率

借 入 期 間

償 還 方 法

補助金交付対象期間 年 月 日 ～ 年 月 日

交 付 申 請 額 円 ※１，０００円未満切捨て



様式第２号（第７条関係）

文書記号第 号

年 月 日

様

和光市長 印

和光市工場等移転利子補給補助金交付（不交付）決定通知書

年 月 日付けで申請のあった和光市工場等移転利子補給補助金の交付に

ついては、次のとおり決定したので、和光市工場等移転利子補給補助金交付要綱第７条の

規定により通知します。

□ 補助金を交付する

１ 交付金額 円

２ 支払方法

３ 条 件

□ 補助金を交付しない

理由



様式第３号（第８条関係）

和光市工場等移転利子補給補助金交付申請事項変更承認申請書

年 月 日

和光市長 様

申請者 住所

氏名 印

電話番号

（申請者が法人である場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名）

年 月 日付け文書記号第 号で交付決定を受けた和光市工場等移転利子補

給補助金について次のとおり申請事項に変更があったので、和光市工場等移転利子補給補

助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて、変更の承認を申請します。

１ 変更事項

２ 変更理由

３ 添付書類

変更事項の内容を証する書類

その他市長が必要と認める書類



様式第４号（第８条関係）

文書記号第 号

年 月 日

様

和光市長 印

和光市工場等移転利子補給補助金交付申請事項変更承認通知書

年 月 日付けで申請のあった和光市工場等移転利子補給補助金に係る申請事

項の変更について次のとおり承認したので、和光市工場等移転利子補給補助金交付要綱第

８条の規定により通知します。

１ 変更承認事項

２ 承認日 年 月 日



様式第５号（第９条関係）

和光市工場等移転完了報告書

年 月 日

和光市長 様

報告者 住所

氏名 印

電話番号

（報告者が法人である場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名）

年 月 日付け文書記号第 号で交付決定を受けた和光市工場等移転利

子補給補助金に係る工場等の移転が完了したので、和光市工場等移転利子補給補助金交付

要綱第９条の規定により、次のとおり報告します。

１ 移転完了日 年 月 日

２ 添付書類

移転後の工場等に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し

前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類



様式第６号（第１０条関係）

和光市工場等移転利子補給補助金に係る工場等移転中止等届出書

年 月 日

和光市長 様

届出者 住所

氏名 印

電話番号

（届出者が法人である場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名）

年 月 日付け文書記号第 号で交付決定を受けた和光市工場等移転利

子補給補助金に係る工場等の移転を中止し、又は工場等を工場等誘導地区外に移転したの

で、和光市工場等移転利子補給補助金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり届け出

ます。

□ 工場等誘導地区への工場等の移転を中止した

理由

□ 工場等を工場等誘導地区外に移転した

理由



様式第７号（第１１条関係）

和光市工場等移転利子補給補助金請求書

年 月 日

和光市長 様

請求者 住所

氏名 印

電話番号

（請求者が法人である場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名）

年 月 日付け文書記号第 号で交付決定を受けた和光市工場等移転

利子補給補助金について、和光市工場等移転利子補給補助金交付要綱第１１条の規定によ

り、次のとおり請求します。

１ 補助金の交付請求に係る移転資金の利子の支払い期間

年 月 から 年 月 まで

２ 補助金請求額 円

３ 振込先

備考 口座名義人は、請求者と同じ名義に限る。

添付書類

１ 金融機関が発行する移転資金の利子の支払いを証する書類

２ 市税の納税証明書又は非課税証明書

３ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

振

込

先

金

融

機

関

銀行

信用金庫 支店

農協

預 金 種 目 口座番号

フ リ ガ ナ

口座名義人



様式第８号（第１２条関係）

文書記号第 号

年 月 日

様

和光市長 印

和光市工場等移転利子補給補助金交付額確定通知書

年 月 日付けで請求のあった和光市工場等移転利子補給補助金の交付に

ついては、次のとおり確定したので、和光市工場等移転利子補給補助金交付要綱第１２条

の規定により通知します。

１ 補助金交付確定額 円

２ 補助金交付予定日 年 月 日


